
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

No.209 
H28.8.1 

新川町自治会 
 

 必ず読んだ印をつけてから次の方へ回して下さい。停車時間は短めに!! 

 

参加者募集 
 

 

 
 
 

＜ご連絡＞ 
  

ごみ戸別収集容器無料配布の申し込み等について 
  

1．本件については、「広報ひがしくるめ」7 月 15 日号の「家庭ごみ有料化に関する特集号」において 10
月から「燃やせるごみ」と「布類」の戸別収集が始まりますとの記事が掲載されましたので、再度お読みく
ださい。（なお、29 年７月から有料化されます。） 
 

２．これに伴い戸建て住宅を対象に希望する世帯には、申請により「戸別収集容器」を無料配布される
こととなりました。なお、これまで自宅用で使用されているごみ箱等でも「戸別収集容器」として使用は
可能です。 

 
３．つきましては、ご希望の方は、次により各自で、配布申請と容器の受け取りを行ってください。（自

治会による申請の取りまとめ及び戸別収集容器配布は行いません。） 
 

（１） 戸別収集容器配布の申請について 
ア． 広報ひがしくるめ 7 月 15日号を添付しておきますのでお読みの上、「戸別収集容器配布申

請書」を別紙の記入例を参考にして作成の上、8月31日（水）までに届くよう市ごみ対策
課へ郵送、ファックス又は直接持参してください。追って市から戸別収集容器の「引換券」が
送られてきます。 

郵送先    八幡町 2‒10‒10 東久留米市ごみ対策課 
ファックス先  042-477-6755 
直接持参先 ごみ対策課、防災防犯課（市役所２階）、環境政策課（同５階） 

戸別収集容器配布申請書のない方は、添付の広報ひがしくるめからコピーして下さい。 
イ． 希望配布場所については、添付の広報ひがしくるめ７月 15 日号の「戸別収集容器の配布

日程及び配布場所」の表を見て記入してください。新川町の場合は、最も便利なのは 9 月
18 日（日）の第二小学校（体育館）です。これを希望する場合は、「□小学校などで
配布を希望」に○印を記入し、「→□番」には 15 と記入してください。 

 
（２） 戸別収集容器の引取について 

希望配布場所について、第二小学校（体育館）を選択した場合は 9 月 18 日（日）午前
8 時 45 分 11 時 45 分の間に必ず「引換券」を持って引き取りに出かけてください。なお、事前
に引き取り日に不在等で都合が悪いことが分かっている場合は、近所の人に引き取りを依頼して
ください。 

また、申請後に都合が悪くなり行けなくなった場合は、ごみ対策課に直接電話を入れて（ 
042‒473‒2117）、9月20日以降にごみ対策課へ引換券を持って引き取りに行ってください。 

 
 

お問い合わせは 新川町自治会会長 西川保男（090‒1215‒1483）まで 

 http://shinkawa-cho.com 






